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高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症の対応等について（周知徹底） 
 

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の適切な実施について、誠に感謝申し上げます。 
 

新型コロナウイルス感染拡大を受け、全国 10 都府県に発令中の緊急事態宣言に関して、関西３府県と愛知
県などについて前倒し解除する方向で調整がされています。 

一方本県においては、新規感染者の発生が減少し、入院中の方も 13 名（2 月 25 日 13 時時点）となるなど、県
内の感染状況は落ち着きつつあります。 

しかしながら、一旦、感染が施設・事業所内に持ち込まれると、集団感染につながるおそれが十分あります。 
高齢者施設・事業所の施設長・管理者におかれては、事業所内に感染を絶対持ち込まないよう、「社会福祉

施設等における感染拡大防止のための留意点について（その２）(一部改正)」（令和 2 年 10 月 15 日付厚生
労働省事務連絡）等に留意し、引き続き、感染予防対策を徹底していただきますようお願いいたします。 

 

また、高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症への対応等について、厚生労働省から下記のとおり通知
がありましたので、内容について了知いただくとともに、適切に対応いただきますようお願いします。 
 

記 
 

１．高齢者施設・事業所の皆さまに、徹底していただきたい事項 
 

(1)  「新型コロナウイルス感染症発生報告・第 361 報」（令和 3 年 2 月 2 日県記者発表）(重要なお知らせ)、
「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について（その２）(一部改正)」（令和 2 年 10
月 15 日付厚生労働省事務連絡）等より 
 

・ 高齢者施設・事業所におかれては、手洗い、消毒、マスク着用等基本的な感染予防対策、毎朝の自宅
での検温及び出勤時の検温等健康管理を確実に実施されるようお願いします。 

 

・ 発熱や咳、味覚・嗅覚異常などの体調不良がある場合は、早い目に医療機関を受診するとともに、通勤、
通学はせず、外出も控えるようお願いします。なお、前日に同様の症状があった場合、当日に症状が消失
していても、通勤、通学は無理をしないようにお願いします。また、家族内に同様の症状がある場合も、通
勤、通学はしないようお願いします。 



 

・ 高齢者施設・事業所の送迎に当たっては、送迎車に乗る前に、利用者・家族又は職員が利用者の体温
を計測するとともに、職員が利用者の家族の健康状態の確認も行い、発熱や体調不良が認められる場
合は、サービスの利用を断る等の取扱いをされるようお願いします。 

 

 

２．厚生労働省からの通知（新型コロナウイルス感染症関係） 
(1) 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて（第 18

報）（令和 3 年 2 月 16 日付け厚生労働省事務連絡） 
(2) 新型コロナウイルス感染症に係る在宅の要介護（支援）者に対する介護サービス事業所のサービス継続

について（令和 3 年 2 月 8 日付け厚生労働省事務連絡） 
(3)  病床ひっ迫時における在宅要介護高齢者が感染した場合の留意点等について（令和３年 2 月 5 日付

け厚生労働省事務連絡） 
 
 
 

県介護サービス指導室 
TEL：073-441-2527（直通） 
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